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○茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例施行規則 

昭和４９年３月３０日 

規則第５号 

改正 平成４年３月２７日規則第４号 

平成４年１２月２２日規則第３７号 

平成２８年１０月３日規則第５２号 

（題名改称） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、茅ヶ崎市みどりの保全等に関する条例（昭和４９年茅ヶ崎市条例第２号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（平２８規則５２・全改） 

（みどりの保全地区における行為の届出） 

第２条 条例第１０条第１項の規定による届出は、みどりの保全地区行為届出書（第１号様式）により行わなければ

ならない。 

２ みどりの保全地区行為届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 

(1) 次に掲げる行為の区分に応じ、それぞれに掲げる計画書 

ア 建築物の新築、改築又は増築 建築物計画書（第２号様式） 

イ 工作物（建築物及びウに規定する工作物を除く。）の新築、改築又は増築 工作物計画書（第３号様式） 

ウ 屋外広告物の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築 屋外広告物計画書（第４号様式） 

エ 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更（土石の採取又は鉱物の掘採を除く。） 土地形質変更

計画書（第５号様式） 

オ 土石の採取又は鉱物の掘採 土石類採取計画書（第６号様式） 

カ 木竹の伐採 木竹伐採計画書（第７号様式） 

キ 水面の埋立て又は干拓 水面埋立（干拓）計画書（第８号様式） 

(2) 縮尺２，５００分の１以上の付近見取図で縮尺、方位、道路及び目標となる地物を明示したもの 

(3) 別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ、同表の右欄に掲げる図面 

(4) その他市長が必要があると認める図書 

（平４規則３７・一部改正、平２８規則５２・全改） 

（保存樹林等の指定） 

第３条 市長は、条例第１６条第２項の規定により、承諾を得たときは、保存樹林等指定通知書により保存樹林等を

所有する者に通知するものとする。 

（平２８規則５２・一部改正） 

（保存樹林等の指定の申出） 

第４条 条例第１６条第１項の規定により指定を受けようとする者は、保存樹林等指定申出書により市長に申し出る

ことができる。 

２ 市長は、前項の規定による申出があったときは、内容を審査し、現地の確認を行い、その適否を決定し、保存樹

林等指定決定通知書によりその申出をした者に通知するものとする。 

（平２８規則５２・一部改正） 

（保存樹林等の滅失等の届出） 

第５条 条例第２１条第１項の規定による届出は、保存樹林等滅失枯死届出書により行わなければならない。 
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（平２８規則５２・全改） 

（保存樹林等の伐採等の届出） 

第６条 条例第２１条第２項の規定による届出は、保存樹林等伐採等届出書により行わなければならない。 

（平２８規則５２・全改） 

（保存樹林等の指定解除の申出） 

第７条 条例第２２条第３項の規定による申出は、保存樹林等指定解除申出書により行わなければならない。 

（平２８規則５２・全改） 

（保存樹林等の指定解除通知） 

第８条 条例第２２条第４項の規定による通知は、保存樹林等指定解除通知書により行うものとする。 

（平２８規則５２・全改） 

（台帳） 

第９条 市長は、保存樹林等を指定したときは、次に掲げる事項を台帳に登載するものとする。 

(1) 指定年月日、指定番号及び指定期間 

(2) 所在地面積 

(3) 保存樹林等の樹種 

(4) 所有者住所氏名（法人にあっては、その名称及び代表者） 

(5) その他必要な事項 

（平２８規則５２・旧第１４条繰上） 

（補則） 

第１０条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（平２８規則５２・追加） 

附 則 

この規則は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年規則第４号） 

この規則は、平成４年４月１日から施行する。 

附 則（平成４年規則第３７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年規則第５２号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

行為の区分 図面 備考 

種類 縮尺 明示すべき事項 

１ 建築物又は工

作物（屋外広告

物の表示又は掲

出のために必要

な工作物を除

く。）の新築、

改築又は増築 

配置図 ６００分の１以上 縮尺 方位 敷地の境界線 敷地内の

既存の建築物、主要な工作物及び木竹の

位置 申請に係る建築物又は工作物の

位置 敷地に接する道路の位置及び幅

員 植樹する樹木の位置、樹種及び樹高

 

平面図 ２００分の１以上 縮尺 方位  

立面図 ２００分の１以上 縮尺 主要部分の材料の種類 仕上げ ４面を原則とする
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方法 色彩 こと。 

構造図 ５０分の１以上 縮尺  

２ 屋外広告物の

表示又は掲出の

ために必要な工

作物の新築、改

築又は増築 

平面図 ５０分の１以上 縮尺  

立面図 ５０分の１以上 縮尺 色彩  

構造図 ５０分の１以上 縮尺  

３ 宅地の造成、

土地の開墾、土

石の採取、鉱物

の掘採その他の

土地の形質の変

更又は水面の埋

立て若しくは干

拓 

地形図 ６００分の１以上 縮尺 方位 行為の場所の境界線 等

高線 植生の概要 

 

計画平面図 ６００分の１以上 縮尺 方位 行為の場所の境界線  

植栽計画図 ６００分の１以上 縮尺 方位 行為の場所の境界線 既

存の樹木の位置 植樹する樹木の位置、

樹種及び樹高 

 

縦横断面図 ６００分の１以上 縮尺 のり面の高さ及び勾配 現況及び行為後の

状況を対比できる

ものとすること。 

４ 木竹の伐採 現況平面図 ６００分の１以上 縮尺 方位 行為の場所の境界線 地

盤高 

 

計画平面図 ６００分の１以上 縮尺 方位 行為の場所の境界線 伐

採する木竹の位置 
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第１号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第２号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第３号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第４号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第５号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第６号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第７号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

第８号様式（第２条関係） 

（平２８規則５２・追加） 

 


